民間墓所から合葬式施設への改葬について

１　墓地管理者の埋蔵証明　担当課：市民生活課　お問合せ：0241-24-5285
　　改葬の際には、現在使用している墓地の管理者による埋蔵証明（押印）が必要です。以下の書類を準備してください。
（必要書類）
□　改葬許可申請書
※　遺骨の体数分の記入が必要となります。

２　合葬式施設の使用許可申請　担当課：市民生活課　お問合せ：0241-24-5285
　　以下の書類を準備し、市民生活課へ提出してください。
申請後、喜多方市上ノ山墓地公園使用許可書を発行いたします。
（必要書類等）
　□　喜多方市上ノ山墓地公園合葬式施設使用許可申請書
　□　使用料（納骨壇116,000円/納骨室50,000円）
　□　申請者の住民票（本籍記載のもの）
□　改葬許可申請書（墓地管理者押印済）の写し
□　申請者と亡くなった方の関係性を証明する書類（戸籍謄本等）

３　改葬許可申請　担当課：市民課　お問合せ：0241-24-5226
　　墓地、埋葬等に関する法律第５条の規定により、現在使用している墓地に埋葬されている遺骨を合葬式施設に移す際には、改葬手続きにより許可を受けなければなりません。
以下の書類を準備し、市民課へ提出してください。後日、市民課より改葬許可証を発行いたします。
（必要書類）
　□　改葬許可申請書（墓地管理者押印済のもの）
　□　喜多方市上ノ山墓地公園使用許可書（合葬式施設）の写し
　　※　合葬式施設の使用者が改葬申請者以外の方の場合は、使用者からの改葬許可承諾書　
が必要です。
　□　改葬申請者の顔写真付きの身分証明書（免許証等）
　□　改葬許可証を郵送する場合は、返信用封筒
（送付先の住所・氏名を記入し切手を貼ったもの）
□　亡くなった方の死亡が記載された戸籍謄本等
※　死亡したときの本籍が喜多方市以外の場合
　□　亡くなった方と改葬申請者の関係がわかる戸籍謄本等
※　喜多方市にある戸籍で確認できない場合

４　納骨　担当課：市民生活課　お問合せ：0241-24-5285
　　上ノ山墓地公園で市民生活課職員が立会い、納骨作業を実施いたします。納骨が可能な日時は、毎月第１、第３水曜日の午後２時から４時です。
電話による事前予約が必要なので、市民生活課までご連絡ください。
（必要書類等）
　□　遺骨
　□　改葬許可証
　□　喜多方市上ノ山墓地公園使用許可書
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